
平成 30年 7 月 4日 

株式会社マルタイ 

 

九州北部豪雨被害 義援金寄贈のご報告 

 

当社は、平成 30 年 5 月 10 日に【ラー麦皿うどん】の売上の一部を、九州北

部豪雨被害への義援金として寄付することを決定いたしました。 

それに伴いまして、被害を受けられた方々にお役に立てていただくため、以下

のとおり義援金を寄贈いたしましたので、ご報告いたします。 

 

被災地のみなさまにおかれましては、一日も早い復旧がなされますことをお祈

りいたします。 

 

記 

 

１．義援金額：1,000,000円 

２．寄 託 先：JA 筑前あさくら 

 

以上 

 


